
○高度障害とは加入日以降の傷害または疾病により身体障害の程度が第1矧こ言亥当する場合をいいます
○宗封恩Ｊ下は※書イ引ヨ粕－■］：九七の㌢二ｌですのこ、下ｒ貢の苧矧　よる環琶・二℃・立村責とモ1ります＝

〈別表〉　　　　¢茫書訃」壬は2■二■■15■13聖ｒプ〕三言言でも・1■コロの場合と閉弘一もり言すニ （例）1口の場合
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第 1 頒

店 家琴書）

Ｌ ｌ藁肥 直 射 」を 全 く永 久 に 三卜 二ｊた ｔ）の

柑 8 万 円

三．言 言責ま た ｒユそ し 1品ぺ ＵＪ†た絹 巨を ノ下く永 ニスに チこ‾二・Ｌ ｔげ）
■三．中 丁封 印 空耳 ま た は 楕 神 に 要 しノい 障 害 を 増 し、終 日 宗 に 介 護逐 買　 う 亡．の
責恩 讐 諾 讐 監 護 富 野 戸 課 長 誓 許 謹 莞 晶 若 互 譲 芸 ．二三 っ た ＿Ｅ心　　　　　　　　　　 ■ 柑 割

仁・．1山下 版 と も 、岸 閂 的 以 上 て 集 ‾二Ｌ 。勺、Ｊ に は 十一の 巧 守 全 く 布ｒク、に 丈 っ 「 ち ・1
7 ．1上 健 を ∃二間 折 山 上 で 賀 い 、ひ っ 、1下 阪 を 迂 関 節 以 上で 襲 った 力せ 千 は モ 爪 犀 を一生 く 手 兵 に ≒ 一二七 ‾仁，の
ノミ．日 ‾．暇 の 午 年全 く 永 ユ 【．＿て して、打 つ 、1 ト肢 を 連 関 窮 鳥 」：亡箕 「た ち の

第 2 級

9 ．1 ｌ‾賑 お よ び 1下 仮 の 用 互 生 く粛 久 に 黄っ に も ・刀

ヲ 割 7 0 万 円
1口．川 手 Ⅲ を 笑 った か 、曇 た は そ の 巧 手全 く．モ ク、に 菜 っ 7こも の
1 1 ．1股 に 舅 3 抜 仁）日 か 三 ｌら三「 戸・刀 い す ・11 か の 三十棒 等 軍 を 竺 し∴ ノこいつ 、汀吋 〕・1 6引 こ舞 う托 し乃 ｉ・ユか ら 16 1ここ1 ㌧言 仁 は 第 4 †恥 ワ

ココか ら三わま で の い 尋二、11 か の 昂 †郡 皇室 を 生 じ た ］こげ 〕
1 2 ，両 目 の Ｅ漕 1 1 を全 く 永 久 に 笑 っ た も の

第 3 紐

1 ユ 1 狩 の 開 力 を 全 く 永 タ に 失 った Ｌ の
ｌ1 ′］．1上 他 を 手 間 飢 11 ⊥ で 笑 った ひ ま た は 1 」‾既 ・刀 用 も し こは 1 上 張 の づナ二間 が」中 しけ2 関 節 〔0 月 を 芋、く永 二1 に ≒ －＿〕た も の

1 ら，1下 ．頓 を 足 関 節 以 上 で 箕 った わ、ま た は 1 下．払 コ〕円 ＝ｌ二Ｌしく は ‾ｌ下 張 の　 大 間 節 巾 て弓 閉 所 しっ′舅 を 全 く 永 ク に ≒ っ／こも の 5 割 ： 5 鮎 円

【

1 白，1 手 の 5 幸 一≠旨を 笑 った わ、ま た‾は 筆 1 蕪 （甘 指 ）お ごこび 等 2 手引 示 竜 ）吾 含 ／ＬＪで 4 手 指 を 実 った 与 の
1 7 1 1 臣ま 竜 を 失 っ7こも の

1 1 8 ．等 柱 に 著 しい 苛 捏 ま た は 喜 しい 連 動 障 言 を 永 久 に 残 す も の

ｌ
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1 弓．両 鰐 の 循 力 に そ れ ぞ れ 言 しい 障 害 車 庫 ク に 残 す 七 の

3 割 3 0 万 円

2 0 ．言 語 ま た は そ し1「くの ぞ書錆 引こ著 し い 障 害 を 永 久 に 残 す 句 の
2 1 ．中 枢 神 経系 ・精 神 ま た ト．描 腹 部 臓 甜 こ著 しい 障 害 を 残 し 倦 舅 ■常 に 臼 ■．宅 生 ＿慈 動 作 が 香 しく利 潤 三 才1 る も の
2 2 ．1 「肢 の 三大 間 断 中 の 1 関 節 の 粕 を 普 く永 久 に 失 った も の
2 3 ．1 下 膿 の ヨ大 間 節 中 の 1 関 節 の 用 を 全 く永 久 に 笑 っ た も の
2 ∠1 ．1 下 肢 が 永 久 に 5 セ ン チ 以 上 1 与楠 しノた ち の
2 5 ．1 手 の 第 ｌ指 （母 乳 虜 よ び 責 2 指 （示 塙 を 宍 った ひ ま に は 説 1 托パ母 指 ■）ととう．よ び 第 2 指 （示 胤 ・刀 う ら少 わ く 上 も　 手 指 を

含 ん で 3 手 指 以 上 を 茸 った ｔ≧の
2 ら．1 手 の ら手 指 の 閂 を 全 く 永 久 に 箕 1 た か 貢 仁 は 第 1 －完十弓 一道 は く び 驚　 指 示 靖 を 含 ん で ヨ幸 子品 ′三，上 の 円 を 全 く 永 ク

ｌこ箕 っ差こも の
2 ／．1 0 正 指 の 用 を 二圭 く 永 久 に 笑 っ た も の
2 8 ．1 足 の 5 正 指 を 失 った も 一刀

第 5 紋

三呂二は 筐 需 稟 冨 田 宗 謂 雛 維 喜妻 ヒヒ溜 童 夏 雲 麦 た 琵 詫 宗

1 。5 割 1 5 万 円

3 1 ．1 享 の 宗 1 指 （母 指 ）も しく は 第 2 指 （示 指 ）を 笑 った か 、携 1指 （ｑ 指 ）も しく は 染 2 指 （ホ 指 ）を 含 ん で 2 手 指 を 失 った か ま
に は 第 1 指 （弓 指 ）お よ び 第 2 指 し示 詣 ）以 列 の 3 手 指 を 失 った も の

〕2 ．1 手 の 第 1 詣 （巧 指 ）お よ び 第 2 指 （示 指 ）の 用 を 全 く永 久 に支 った も の
3 〕．1 足 の 5 足 指 の 用 を 全 く永 久 に 失 った も の
3 4 ．両 胃 の 可雪力 に 苦 しい 障 害 を 永 久 に 托 す も の
3 5 ．1 ：日 の 聴 力 を 全 く永 久 に 失 った 二Ｅ】の
〕6 ．品 を 欠 損 し 、か つ 、そ の 様絹 巨に 苫 しい 障 害 を 永 久 に 戸主す も の
3 7 ．脊 柱 （頚 椎 を 隙 く ）に 連 動 障 害 を 永 久 に 残 す も の
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3 8 ．1 上 肢 の 3 大 関 節 中 の 1 関 節 の 機 舵 に 著 し い 障 害 琵 永 久 に ラ芸す も の

1 割 1 0 万 円

〕9 ．1 卜蛙 の ヨ大 間 節 中 の 1 関 節 の 機 能 に 苫 し い 障 害 を 永 久 に 汚 す も の
4 0 ．1 下 肢 が 永 久 に 3 セ ン チ 以 上 短 縮 し た も の
4 1 ．1 手 の 莞 1 指 （母 指 ）も し く は 第 2 指 （示 枯 ）の 用 を 全 く永 久 に 失 った か 、第 1 指 （母 指 ）も しく は 莞 2 指 （示 指 Ｊを 貴 ん で 2 手

這 以 上 の 用 を 全 く 永 久 に 失 った か ま た は 講 1 指 （母 指 ）お よ び 第 2 指 （示 指 ）以 封 の 2 手 指 も しくは 3 手 指 の 閂 を 全 く永
久 に 失 った も の

′：12 ．1 手 の 第 1 指 （［封 旨）お よ び 第 2 指 （示 指 ）以 外 の 1 手 指 ま た は 2 手 指 を 笑 った も の
4－3 ．1 冠 の 第 1 指 （喝 指 ）ま た は 他 の 4 足 指 を 失 った も の
4 4 ．1 定 の 第 1 指 （日 精 ）を 含 ん で 3 足 指 以 上 の 用 を 全 く永 真 に 失 っ た も の

死亡保険金、高度障害保険金をお支払できない場合

しラ‾）加入名が加入岩（増□臼）かＬ：パ年以内に自殺したとき（増Ｌｌの場合は
その圭璧□部分について）

：三・保隕契約善一保険金受取人の放言によるとき
■三傑険契約者・加入童・保険墓受取人の故悪により高度軍書になったとき
7き）戦争その他の変乱によるとき
：‾き）烏口入け曽□）の申込の際、保険契約者・加入書が敬意または重大な過

失により告別要項に■ついて等案を告げなかったかまたは不買なこと
を告げたとき

大な週笑によるとき
：亘ノ受取人の故意または奪大な遺失に

よるとき
・：■卦加入毒の犯罪行為によるとき
甘加入者の精神障害を原因とする事

故によるとき
烏山ロ大老の泥酔の扶態を原因とする

事故によるとき

災害保膜会、障害給付金、入院給付金をお支払できない場合
■＿‡イ呆鏡葵的考リこ口人音の故買または姦　幸雄］人畜が法令に定める運転室椙を

持たないで運転している問に生じた
事故によるとき

章二1加］人畜が法令に定める油気．帯び運
転またはこれに相当する辺転をして
いる「現に生じた事故によるとき

草地巌、噴火、津波によるとき
む戦争その他の変乱によるとき

導・加入者に詐欺行為や保険釜などの不法取得目的による加入・史新があった場合には、その力］入者の加】入便所は酢肖しまたは無効となり、保険金などのお支
払いはできません。

■個人情報のお取扱いについて
この制度の遷巳に砺たって、央房郡市気工事工業場合（以下、ｒＢ日本」という）は、力］大別鼓昌（披保険蓋）およびその雇用主の個人・ｉ■み報（氏名∴性別、生年月
日、僅康状態など。以下、「旧人■后祁Ｊという）を取り扱い、団体が保険契約を締結するアフサ生命保険様式云昔（以下、「アフウ生命」という）および他の保匪
会社（宍同取扱の場合∩以下、「共同取抱会社」という）に提供します．〕回イ′引謀、個ノし情報をこの制度の事務手続きのために利用し、事務を仇に委託する場台
はその委託先にも提供します．アブサ生命および宍同駁銀会田（以下、「引受保検会社」という）は、提供を受けた個人情報を、憬隈契約の引き矧ナ・継続・維
持哲理、俣隈金・絹付豊などの支払い、その他保塵に開通・付炉する葦蕗のために利用し、また、軌重合紆提携会社を含む各檀商品・ワｒビスの案内・最供、
引受保険会社の業務に関する情報提供・聖賢管理、笥訂▼づ－ビスの売買に串」用する場合があります。また、アブウ竺晶は、団体（団体の委託先を含む）、共
同取扱会社および丙保険会社に上記目的の範囲両で個人情報を崖一共します。今後、個人情矧こ変更などが発生した塚にも引き続き団1杏および引受イ郡貞
会手十においてそれぞれ上喜ｒ二日こ準じ個人情報が取り報われます。なお、引受保険会社は、今後変更されることがありますが、その場合、†臥人情矧ま変更後に
新たに引き受ける保障会社に書房供されますコこの個人情崇の討取城いに同意されない方は、力巳入不同志として取り腿いますのでこ了承ください。

この 制 度 は 、東 京 都 電 気 工 事 工 業 組 合 が 下 記 の 引 受 保 険 会 礼 と締 結 した福 祉 「甜 不定 期 保 笹 （災 害 爆 撃特 的 付Ｊ契 缶刊こもと づ き運 害 しま す 二手 契 約 は共 同
取扱 契 約 で あ り、事 務 幹 事 会 礼 が各 引 受 保 険 会 社 の 委 任 を 夏 け て手 摺 を 行 い ます ．＿．害 引 受 保 険 会 ：辻は 、畠 ご 加 入 者 の 加 入 保 隈蓋 き掛 こつ い て 、そ れ ぞ れの
引受 割 合 に応 じて 保 障 契 約 上 の 梧 利 を 有 し鼓 務 を貞う も の で あ り、相 互 に連 帯 して 責任 を負 うもの で は あ りま せ ん －な お 、引受 保 篠 会 ‡十お よ び 引受 割合 は
時粟 に向 か って 変 更す る ことが あ ります （＝

〔引 受 保 険 会 社 お よび 引受 割 合‖平 成 2 8年 日 月 17 ［］現 在 ）

ア ク サ 生 命 保 険 株 式 会 社 （引 受 訓 釦 0 ％）［事 務 幹 事 会 社 〕 損 保 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 ひ ま わ り 生 命 保 隈 株 式 会 社 （づｌ受 割 古 川 ％）

1！豆雫隕会社〔奉賛昨季会社〕

アクサ生命保険株式会社
〒卜ｒ〕．う・．亡．021二・薫三‡ｉ善言；喜ｋ白キ1－17一三ＮＢ［プラチナタウ

Ｔ［Ｌ■Ｊヨ・〔言71う′：・’－77て77情意．7

頸撒店

アクサ生命保険株式会社　総合誌人営業部
〒1しこ■モ■・一軒2亡更京都準正口重1－17－ヨ「＼」巨匠プラチナタワー

靖聞古せダイ1フル012（二一三〔旧一勺7日無1■封（、′百年斬り：Ｄ〔肋、ら千位5：ｌ〕ｌこぼでＪ

Ｆこｌ＝羊Ｎ〔〉∴1ＬＩＪＯいｔＬ ＨｌとｌＸＡ－．・11－1〔）1、才－2二ｊ75八津7二2016110心

フ　∴＼∴∴・．

「

罠ケ簡ルメリットを活かした掛金で幅広い保障
1ロ（主契約100万円）から加入でき、亙体保険のスケールメリットを
活かした掛金で年齢。性別にかかわらず一律です。

独自の見舞金制度で内容充実
郡工組独自の病気。傷害見舞金制度を導入しています。

剰余金があれば配当金をお支払い
1年ごとに収支計算により剰余金が生じた場合には契約者配当金と
してお支払いします。
※配当金は、引受保険会社のお支払時期の前年度決算および引受保険金告別こよって決定します
ので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。そのため、記載の配当還
元率は将来のお支払いをお約束するものではありません。

平成27年度分は、約29％の配当還元率での返戻となりました。
※なお、配当金は、毎年の収支状況によってお支払いできない場合もあります。

申込締切日…‥＝………‥平成29年3月10日（金）〈以後毎月15日〉

効力発生日（加入日ト…・平成29年4月1Ｅ］（土）〈以後毎月1日〉

申込書提出先……東京都電気工事工業組合　〒104－0045東京都中央区築地3－4－13
ＴＥＬ Ｏ3（3542）7303

に、意向に沿った商品内容か必ずご確認ください】

「当パンフレット」ならびに「重要妻頂説明三（契約概要・注驚嘆定信手引」に記載の保窄内包■・保障会顔・保険料などがお客ごまご日章のご意向に
沿った内容となってい一別）、を必ずご確認のうえ、お申込みください＝

・シ「当ノマンフレット」はお申込みいただいた後も、大ｔ川こ佗彗しておいてください。．

1明

基　　　　　　＿＿声；ん＿＿＿　　　やンｒ‾‾二：


